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各派内示・記者会見資料 （令和元年５月14日）

令和元年 ５月秋田市議会臨時会提出予定案件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 １件

１ 秋田市介護保険条例の一部を改正 ○改正理由

する件 介護保険法施行令の一部改正（平成31年

・介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政 政令第118号）に伴い、第一号被保険者に

令の一部を改正する政令（平成31年政令第118号）：平成31年３月 ついての保険料の減額賦課に係る保険料率

29日公布、平成31年４月１日施行 を定めるとともに、規定を整備するため、

改正しようとするもの

○改正要旨

平成31年度および令和２年度の第一号被

保険者についての保険料の減額賦課に係る

保険料率を定めるとともに、規定を整備す

る。

○施行期日

公布の日から。条例の施行に関し必要な

経過措置を規定する。

「 単 行 案 」 ３件

２ 秋田市過疎地域における固定資産 ○過疎地域自立促進特別措置法第三十一条

税の課税免除に関する条例の一部 の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う

を改正する専決処分について承認 措置が適用される場合等を定める省令の一

を求める件 部改正（平成31年総務省令第44号）に伴

・山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用され い、過疎地域における固定資産税の課税免

る場合等を定める省令等の一部を改正する省令（平成31年総務省令 除に関する条例の一部を改正するため専決

第44号）：平成31年３月30日公布、平成31年４月１日施行 処分した件について、議会の承認を求めよ

うとするもの

・専決処分年月日 平成31年３月30日
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○改正要旨

固定資産税の課税免除の対象となる事業

設備等の取得期限を平成33年３月31日まで

延長した。

※専決処分した理由

過疎地域自立促進特別措置法第三十一条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う

措置が適用される場合等を定める省令の一

部改正に伴い、市税の賦課徴収のための条

例改正について特に緊急を要し、議会を招

集する時間的余裕がなかったため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

３ 秋田市国民健康保険税条例の一部 ○地方税法施行令の一部改正（平成31年政

を改正する専決処分について承認 令第87号）に伴い、国民健康保険税条例の

を求める件 一部を改正するため専決処分した件につい

・地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成31年政令第87 て、議会の承認を求めようとするもの

号）：平成31年３月29日公布、一部を除き平成31年４月１日施行 ・専決処分年月日 平成31年３月30日

○改正要旨

１ 基礎課税額の限度額を引き上げた。

現行「58万円」→改正後「61万円」

２ 保険税を減額する所得判定基準を改め

た。

※専決処分した理由

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民

健康保険税の賦課徴収のための条例改正に

ついて特に緊急を要し、議会を招集する時

間的余裕がなかったため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項
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４ 県・市連携文化施設整備事業に係 ○県・市連携文化施設整備事業に係る建築

る建築等工事施行協定を締結する 等工事施行協定を締結しようとするもの

件

・工 事 場 所 秋田市千秋明徳町地内

・市の負担額 工事費用の総額19,692,828,000円のうち8,369,451,900円

・負担額の内訳

(1) 県・市連携文化施設建築工事 6,006,933,000円

(2) 県・市連携文化施設電気設備工事 1,298,958,984円

(3) 県・市連携文化施設空気調和設備工事 756,351,675円

(4) 県・市連携文化施設給排水衛生設備工事 307,208,241円

・協定の相手方 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県知事 佐 竹 敬 久

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

「 予 算 案 」 １件

５ 令和元年度秋田市一般会計補正予 ○資料別紙

算（第１号）の件

「 人 事 案 」 １件

６ 秋田市監査委員の選任について同 ○議員のうちから選任する監査委員に関す

意を求める件 るもの

※提出根拠法：地方自治法第196条第１項


